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○真岡市企業定着促進事業費補助金交付要綱 

平成25年４月１日 

告示第80号 

改正 平成26年８月１日告示第97号 

平成30年１月11日告示第２号 

令和５年３月16日告示第38号 

（趣旨） 

第１条 真岡市企業定着促進事業費補助金（以下「補助金」という。）については、真岡

市補助金等交付規則（昭和43年規則第２号）に定めるほか、この要綱の定めるところに

よる。 

（目的） 

第２条 真岡市は、企業の工場等の新増設又は建替え、基幹的設備の増設又は更新を支援

し企業の定着を推進することにより、地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、

企業定着促進事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとす

る。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 企業定着促進事業 操業の継続を目的に事業所及び基幹的設備の新増設、建替又は

更新を行う事業 

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設 

(3) 基幹的設備 事業の用に供するために直接必要な、地方税法（昭和25年法律第226

号）第341条第３号に規定する家屋及び第４号で規定する償却資産 

(4) 投下固定資産総額 事業所及び基幹的設備の取得額の合計 

（補助対象者及び補助の要件） 

第４条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす企業定着促進事業を行

う者とする。 

(1) 真岡第１工業団地、真岡第２工業団地、真岡第３工業団地、真岡第４工業団地、真

岡第５工業団地、大和田産業団地及び真岡商工タウンにおいて操業実績が５年以上あ

る者。ただし、真岡第４工業団地、真岡第５工業団地、大和田産業団地については、

真岡市企業立地補促進事業費補助金の交付が終了していること。 
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(2) 投下固定資産総額が１億円以上であるもの 

(3) 前号における固定資産に係る事業計画について事前協議を行い、市長の承認を受け

ること。 

(4) 雇用の削減を伴う事業ではないこと。 

(5) 固定資産税等を完納していること。 

（補助金額等） 

第５条 補助の対象は、企業定着促進事業に要した経費のうち、投下固定資産総額の固定

資産税等相当額のうち100万円を超える額とする。 

２ 補助金の交付は、１企業につき１年度500万円を限度として３年間とする。 

（補助事業の期間） 

第６条 補助事業の期間は、令和５年４月１日から令和10年３月３１日までの５年間とす

る。ただし、この期間に事業所及び基幹的設備を取得した場合は、当該補助金の終期ま

でとする。 

（事前協議） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として、補助金交付初年度の前年度の

９月末日までに事業計画の概要について市長と協議し、承認を受けるものとする。 

（交付の申請） 

第８条 真岡市企業定着促進事業費補助金交付申請書（別記様式第１号）に企業定着促進

事業調書（別記様式第２号）を添付し、市長に申請しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

改正文（平成26年告示第97号）抄 

平成26年８月１日から適用する。 

改正文（平成30年告示第２号）抄 

平成30年４月１日から適用する。 

令和５年４月１日から適用する。 
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別記様式第１号（第８条関係） 

別記様式第２号（第８条関係） 

 


